
京都市（都市計画局まち再生・創造推進室） （別添）

【事業名称】 専門家団体と連携した特定空き家等に関する調査等

【事業の特徴】 • 本市では，空き家に係る多数の通報を受けており，空き家所有者に対する指導
等の前提となる空き家の現地調査及び所有者調査に時間を要している。

• 今回の取組は，空き家の現地調査・管理不全状態の判定及び所有者調査につ
いて，専門家団体との連携により効率化・迅速化する方法を検討し，実際の調
査を通じて有用性を検証するものである。

【取組の経緯（解決すべき課題と現実的に困っている内容）】

課題の大分類 課題の小分類 課題に関して現実的に困っている内容（具体例含む）

特定空き家等の
所有者に対する
指導等の迅速化

①市民等から大量に特定空き
家等に関する通報があり，現地
調査及び管理不全状態の判定
に時間を要している。

・調査すべき案件の数が多く，対応に時間を要する。
・市域が広く，現地へ行くだけで時間がかかる。
・建物に関する専門的知識を有する者（建築士）による調
査が必要。

②空き家等の所有者について，
登記に記録されている所有者と
実際の所有者とが異なっている
ことが多く，所有者調査に時間
を要している。

・相続制度等を確認しつつ所有者調査を進める必要があ
るが，本市職員に十分なノウハウがないことから，調査が
難航することがある。



京都市（都市計画局まち再生・創造推進室） （別添）

【主な事業項目と取組内容・方法】

大項目 細項目 取組内容・方法

専門家（建築
士）と連携した
現地調査

管理不全状態判定調査
票の様式の作成

・建築士会と協議し，本事業の実施にあたり改訂した管理不全状態判
定調査票の様式を作成

調査・判定業務に係る
研修会の実施

・空き家の現地調査・管理不全状態判定のマニュアルを用いて，調
査・判定業務に従事する建築士に対する研修会を開催

現地調査・管理不全
状態判定の実施

・マニュアルに従い，建築士が空き家の現地調査・管理不全状態判定
を実施し，管理不全状態判定調査票を作成
・京都市は同調査票に基づき所有者に送付する通知文書を作成

調査方法・判定方法の
有用性等の検証

・建築士が作成した管理不全状態判定調査票及び本市が作成した通
知文書を確認し，調査方法・判定方法の有用性等を検証

専門家（司法書
士）と連携した
所有者調査

事務処理フローの作成 ・司法書士会と協議し，事務処理フローを作成

所有者調査の実施 ・事務処理フローに従い，司法書士が空き家の所有者調査を実施し，
調査結果として相続関係説明図を作成

調査方法の有用性等の
検証

・相続関係説明図を確認し，調査方法の有用性等を検証

【成果物】

①管理不全状態判定調査票，所有者に送付する通知文書
②空き家所有者等調査業務事務処理フロー，相続関係説明図
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京都市（都市計画局まち再生・創造推進室） （別添）

【成果物の概要①】

■管理不全状態判定調査票

3

専門家（建築士）が，改定版の調査票様式を用いて，「空き家適正管理対策マニュアル」に基づき，管理不全状態判定調査票と補足資料（概略
図や現地写真）を作成



京都市（都市計画局まち再生・創造推進室） （別添）

【成果物の概要②】

■所有者に送付する通知文書 ■所有者に送付する通知文書(別紙）
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全ての通知文書に付近見取図と建物写真を掲載した別紙を
添付

「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空き家等の活
用，適正管理等に関する条例」に基づく指導の基本とするもの
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【成果物の概要③】
■相続関係説明図
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専門家（司法書士）により，相続関係説明図（家系図）と関係
者リストが作成される

■空き家所有者等調査事務処理フロー

所有者調査のうち，戸籍等の確認を専門家（司法書士）が
行い，公用請求を京都市が行う


